
 生駒市介護保険認定調査員募集要項 

 

１．業務内容 

介護保険の要介護認定申請等を申請した被保険者の認定調査を行うため、居宅や施設、

医療機関等を訪問し、介護保険法に基づいて日常生活動作の状況等要介護認定等に必要な

調査を行い、認定審査に必要となる調査票を作成する。 

 

２．応募資格 

  以下の全ての条件を満たしている者 

（１）介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士、看護師、保健師のいずれかの資格を有し

ていること 

（２）介護保険法に基づく事業所等に勤務していないこと 

（３）要介護認定調査員新規研修を修了した方 

（４）以下に定める欠格条項に該当しないこと 

  ・成年被後見人又は被保佐人 

  ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

・生駒市を懲戒免職になり、その日から２年間を経過していない者 

・日本国憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は

これに加入したもの 

（５）普通自動車の運転免許所持者  

（６）自家用自動車等を所有していて訪問に使用できること（所有の自家用自動車等を使用

しての訪問となります） 

 

３．勤務条件 

（１）勤務場所 

生駒市役所を起点として、生駒市内及び生駒市近郊の被保険者住所地、施設及び医療

機関 

   

（２）勤務時間 

特に定めはありません。ただし、週に２回程度市役所介護保険課へ来て、調査先の指

示と調査資料の受取、調査結果の報告が必要です。 



（３）報酬 

３，９７１円／件 

（現時点の設定であり、令和８年４月１日以降変更の可能性があります） 

  （４）交通費 

旅費手当の支給あり（条例により定めがあります） 

駐車料金については、実費支給します。 

  （５）社会保険等 

     業務上の事由により負傷、障害、死亡等の場合は、市が加入する労働災害保険の適用

となります。 

  （６）その他 

     認定調査事務に係る事務消耗品は支給します。 

 

４．任用期間 

   採用日から採用日の属する年度末まで 

 

５．募集内容 

（１）募集人員 若干名 

（２）必要書類 

     ア 介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士、看護師、保健師のいずれかの資格を

証明する書類の写し 

     イ 履歴書 

      （最近３ヶ月以内に撮影した、上半身の写真を添付した市販のもの） 

※必ず平日の日中に連絡の取れる電話番号を記入 

  （３）提出方法 

    市役所閉庁日を除く９時００分から１６時３０分までの間に、必要書類を生駒市役所

１２番窓口 介護保険課（認定係）に持参  

 

６．選考方法・日時 

   選考方法：面接により行います。 

選考日時：応募者に電話で連絡します。 

選考場所：応募者に電話で連絡します。 

 



７．選考結果 

  選考結果を郵送により通知します。 

  審査内容、結果内容については開示いたしません。 

 

８．健康診断について 

  採用が決定した者については、市が指定する日までに健康診断を受診し、受診結果を市に 

提出していただく必要があります。 

 

９．問い合わせ先 

  〒６３０－０２８８ 奈良県生駒市東新町８番３８号 

  生駒市役所 介護保険課 認定係（市役所１階 １２番窓口） 

  電話：０７４３－７４－１１１１ 内線：７４３０・７４３１  


